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交 通 死 亡 事 故 発 生 !

兵 庫 県 須 磨 警 察 署

国道２号

・適正な速度で走行し、交差点手前では必ず減速する
・対向直進車の速度・距離を正確に判断する
・「いける」と安易な判断をせず、安全が確認できる
まで強引な右折は行わないこと

・『相手が気づいていないかもしれない』とかもしれ
ない運転を徹底する

至長田区至若宮町

令和８年４月３日午前６時３５分ごろ
神戸市須磨区古川町１丁目先交差点（国道２号線）において、交差点を
西進する軽四貨物自動車と東進右折する普通乗用自動車が衝突し、軽四
貨物自動車の運転者が死亡する事故が発生しました。


